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訓 令

北海道訓令第１号

庁 中 一 般
出 先 機 関

公宅料の算定基準の一部を改正する訓令を次のように定める。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
公宅料の算定基準の一部を改正する訓令

公宅料の算定基準（昭和 年北海道訓令第７号）の一部を次のように改正する。
第２条第３項の表中「上磯町」を「北斗市（本町、本郷、市渡、村山、中山、稲里、白川、
細入、開発、東前、萩野、一本木、千代田、清水川、南大野、向野、文月及び村内の区域を
除く。）」に改める。

附 則

この訓令は、平成 年２月１日から施行する。

告 示

北海道告示第 号

北海道青少年保護育成条例（昭和 年北海道条例第 号）第４条第１項の規定により、次
の興行を有害興行として指定する。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
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北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第５項において準用する同法第８条第１
項の規定により、次の土地改良事業の施行の協議について審査の結果、適当と決定した。
その関係書類は、平成 年１月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
事業主体名 地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
滝 川 市 北 空 知 維持管理 北海道空知支庁
深 川 市 同 同 同
妹 背 牛 町 同 同 同

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成 年１月 日から 日間、一般の縦覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に

基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ

興行の
種 別

興 行 の 題 名 制作会社又は
配 給 会 社

指定の
範 囲

指 定 の 理 由

映 画 痴態エステ 舐めて交わる オーピー映画

全部

著しく粗 性を助長し、
性的感情を刺激し、又は
道義心を傷つけるもの等
であって、青少年の健全
な育成を害するおそれが
あると認められるため

同 僕の妹 下着の甘い湿り 同
同 若妻と熟年 指と言葉責め 新日本映
同 盗撮サイト 情事に濡れた人妻 オーピー映画
同 新日本映 ニュース（若妻と熟年 指と言葉責め） 新日本映
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とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
留 辺 蘂 中山間地域総合整備（客土、暗きょ、農用地改良保全） 北海道網走支庁
第 ２ 勝 山 畑地帯総合整備［担い手支援型（単独土層改良）］（暗きょ、土層改良） 同
第２温根湯 同 ［担い手支援型］（農道、暗きょ、区画整理、土層改良） 同
津別西部第２ 同 （農業用用排水、暗きょ、土層改良） 同
佐呂間西部 畑地帯総合整備［担い手育成型］（農道、農業用用排水、暗きょ、土層 同

改良、区画整理）
東 豊 似 一般農道整備（過疎基幹） 北海道十勝支庁

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次の地区の換地計
画を定めた。
その関係書類は、北海道空知支庁に備え置いて、平成 年１月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この計画については、同条第４項において準用する同法第 条第６項の規定に基づ
き、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることが
できる。
また、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第７項の規定による決定に不服

がある者は、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第 項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 新十津川町吉沢地区
２ 幌加内町幌里東地区
３ 栗沢町小西地区
４ 奈井江町京極地区

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 伊達市東関内町 の３地先・ の３（以上１筆地先１筆につ

いて次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道胆振支庁経
済部林務課及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第 条
の規定により、その通知の内容を士別市役所及び増毛町役場の掲示場に掲示する。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 所在が不分明な者

士別市温根別町 の 所在の森林について所有権を有する 中 智
士別市温根別町 の３所在の森林について所有権を有する 日 下 猛 文
士別市温根別町 の１ほか３筆所在の森林について所有権を有する

守 谷 壽 治
通 知 の 要 旨
平成 年北海道告示第 号
掲 示 場 所
士別市役所

２ 所在が不分明な者
増毛郡増毛町南永寿町１丁目 の１ほか１筆所在の森林について所有権を有する

飯 島 巍
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通 知 の 要 旨
平成 年北海道告示第 号
掲 示 場 所
増毛町役場

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（農林水産大臣権限に係る保安林の指定の解除の予定）の一
部を次のように改正する。

平成 年１月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

第５項中「次の図」を「次の変更図」に改める。
（「次の変更図」は、省略し、その図面を北海道後志支庁経済部林務課及び共和町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

建設業法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可
を取り消した。
平成 年１月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 処分をした年月日
平成 年 月 日

２ 処分を受けた者
商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業の許可の番号
北海道産業株式会社 上川郡美瑛町字大村 特 上第 号
武田 信玄 大久保第一

３ 処 分 の 内 容
許可の取消し

４ 処分の原因となった事実
申請者が建設業法第８条第７号及び同法第 条第１項第２号に該当する。

支 庁 告 示

北海道石狩支庁告示第３号

次の貸金業者の営業所の所在地及び所在を確知できないので、貸金業の規制等に関する法
律（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により公告する。

なお、公告の日から 日を経過しても申出がないときは、同項の規定により当該貸金業者
の登録を取り消すことがある。
平成 年１月 日

北海道石狩支庁長 三 好 昇

道 立 紋 別 病 院 告 示

北海道立紋別病院告示第１号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年１月 日

北海道立紋別病院長 及 川 郁 雄
１ 落札に係る物品の名称及び数量
人工透析装置 一式

２ 落札を決定した日
平成 年 月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 株式会社ムトウ
住 所 札幌市北区北 条西４丁目１番地

４ 落札金額

住 所 商号又は名称 氏 名 登 録 番 号 主たる営業所の所在地

札幌市東区北 条東
丁目２番 号 マンシ
ョン 号室

益子 尚之 北海道知事
石第 号

札幌市東区北 条東
丁目２番 号 マンシ
ョン 号室

札幌市豊平区平岸４条
丁目１ ホーク
メゾン札幌３号館

飯村 崇史 北海道知事
石第 号

札幌市豊平区平岸４条
丁目１ ホーク
メゾン札幌３号館

札幌市中央区南３条西
丁目 セゾンド
ゥブランシェ 号室

宮崎 弘行 北海道知事
石第 号

札幌市中央区南３条西
丁目 セゾンド
ゥブランシェ 号室

札幌市中央区南７条西
丁目２番 号サンセ
ン南７条ビル 号室

パリクレジッ
ト

永井 弥生 北海道知事
石第 号

札幌市中央区南７条西
丁目２番 号サンセ
ン南７条ビル 号室

札幌市厚別区もみじ台
北４丁目７番
号

セカンド 佐藤 紀幸 北海道知事
石第 号

札幌市白石区南郷通
丁目南１番 号
パルス 棟 号室
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円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年 月 日付け北海道立紋別病院告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道立紋別病院庶務課
所在地 北海道紋別市 町５丁目６番８号
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